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1 はじめに

米国では、スペース・シャトル「チャレンジャー」号の衝

撃的な爆発事故（1986年）を契機に、技術者倫理1）の重要性

が認識され、大学など高等教育機関が技術者倫理教育の場と

して定着している2）。日本でも技術者の倫理教育の必要性が

叫ばれ3）、技術者の倫理綱領を定めたり、その遵守を資格要

件に関連づける動きが盛んである。技術者倫理をカリキュラ

ムに取り入れる大学も増えつつある。

帝京大学理工学部では、2000年度から技術者倫理の授業

（半年、2単位）を行っている。この授業は、著者の企業経験

も踏まえ、限られた時間の中でどのような授業内容、方法、

スケジュールが最も実践的な効果をあげられるか、試行錯誤

を重ねながら、今年5回目を迎える。模擬裁判などのロール

プレイを取り入れるなど、ささやかながらノウハウの蓄積も

できてきた。

日本でも、最終的には米国と同じように、大学が技術者倫

理教育を担うのが適切と考えられる。しかし、技術者倫理を

カリキュラムに取り入れている大学がまだ少数であること、

および今企業の一線で活躍している技術者には一度も技術者

倫理の教育を受ける機会がなかったことを考えると、日本の

場合には、現役の技術者に対する倫理教育の体制を早急に整

える必要がある。

企業の能力開発部門が技術者に対する倫理教育を計画する

際に、「学習指導要領」のようなものがあれば便利である。

そこで著者らは、限られたものではあるがこれまでの経験を

織り込んで、そのようなガイドラインを試作してみた。

2 ガイドラインの構成

一口に技術者と言っても、一般者から中間管理職、役員ま

でさまざまな階級がある。核燃料加工施設における臨界事故4）

などを検討してみると、ただ一人の技術者の行動が決定的な

原因になっているわけでなく、さまざまな階級の技術者がそ

れぞれの役割に応じて事故に関与している。したがって、技

術事故防止に対する責任の内容は技術者の役職に依存する。

そこで著者らは当初、一般者と管理職とに分けて、役職に対

応した教育のガイドラインを作成した。しかし、どうもしっ

くり来ない。たとえば、役員には役員の責任があるが、それ

を役員に誰がどう教育するのか。そもそも「役員に対する教

育」という概念自体が企業の中では成り立ちにくい。

この困難は、教育に限定したところに原因があったようだ。

企業において倫理に関連する事故や不祥事を防止するために

はどんな仕組みおよび活動が必要かという観点で全体を捉え

なおし、教育をその一手段に位置づけることで解決すること

ができた。役員など上級管理職固有の責任は、仕組みの中に

反映される。

こうして、「企業で技術者倫理教育を行うためのガイドラ

イン」を作り始めたものの、結局、「企業において倫理に関

連する事故や不祥事を防止するためのガイドライン」という

大それたものをつくることになってしまった。以下において

は、著者の立場上、技術者倫理という限定的な表現を多用し

ている。しかし、どのような職務・役職でもその職務特有の

特権（たとえば人事部の一般職社員がほかの社員の個人情報

に触れるなど）およびそれに対応した責務があるから、本稿

の「技術者」はどんな職種にも読み替えられるし、本稿で言

う「企業」はどのような業種でもあてはまるばかりか、公的

機関などにも応用できると考えられる。本ガイドラインは、

大きく分けて基盤整備および倫理教育のふたつの柱で構成さ

れる。
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3 基盤整備

3.1 基盤整備の意義

企業の中で技術者に対する倫理教育を行うには、倫理教育

に先立って、その企業が企業全体として倫理的に行動すると

いう方針が明示され、制度、規則などの形で整備されていな

ければならない。なぜなら、企業が企業全体として倫理的に

行動するという基盤を欠いたまま技術者倫理教育が行われれ

ば、技術者の倫理的責任が、技術者の個人的問題という側面

のみに矮小化されるおそれがあるからである。その結果、技

術事故は特定の技術者個人の責任に帰せられ、類似の事故が

別の技術者によって再び引き起こされるおそれがある。

技術者の非倫理的行動が関与する事故・不祥事を確実に防

止するためには、技術者の非倫理的行動を個人の責任ととら

えるのでなく、企業全体の問題としてとらえる必要がある。

そのためには、企業が企業全体として倫理的に行動するとい

う基盤を整備し、技術者の倫理的指針と企業の倫理的指針と

を一致させておく必要があると考えられる。

そのような基盤整備の中身としてはいくつかのものが考え

られるが、最も重要なのは、企業の倫理的指針の明文化、社

内通報・相談体制の構築、非常時対応計画の策定の三つであ

ろう。

3.2 企業の倫理的指針の明文化

法令を遵守すること（以下、コンプライアンス）、法令に

定めのあるなしによらず倫理的に行動することなど、企業が

企業全体として倫理的に行動するという方針を明文化し、社

内外に告示する。明文化の具体的態様は、必ずしも倫理行動

憲章といった独立したものである必要はなく、社是、社訓な

どの一部であってもよい。

さらに、企業全体としての倫理的行動を統括管理する制度

も望まれる。まず、その企業の倫理的行動を統括管理する最

高機関として、取締役をリーダーとする会議体（以下「倫理

委員会」と仮称）を設置する。倫理委員会は、

（1）社員の違法行為および非倫理的行為を防止する措置

（2）社員の違法行為および非倫理的行為を防止するための教

育

（3）社員の違法行為および非倫理的行為の事件に関する調査

および再発防止

（4）社員のコンプライアンスおよび倫理的行動を保持するた

めに必要なその他の業務

を全社の立場から統括管理する。リーダーが社長であればい

っそう望ましいであろう。倫理委員会の開催頻度は、労働安

全衛生規則（昭和47年9月30日労働省令第32号）に定めら

れる安全衛生委員会に準じて、毎月1回程度とするのが妥当

と考えられる。倫理委員会のメンバーと安全衛生委員会のメ

ンバーとを同じにし、安全衛生委員会と同時に倫理委員会を

開催するのも一案である。

規模の大きい企業の場合には、さらに事業所、部門など下

位の組織単位に対応する倫理委員会を設け、倫理委員会の階

層構造を構築する。下位の倫理委員会のリーダーは、事業所

長、部長などそれぞれの組織単位の長である。

3.3 社内通報・相談体制の構築

米国の原子力安全に関わる内部告発件数は近年減少の傾向

にあり、これにはECP（Employee Concerns Program）と

呼ばれる社内通報・相談体制の成功が寄与していると言われ

る5）。このような社内通報・相談体制は、事業者および通報

者の双方にメリットがある。事業者にとっては、公的機関に

内部告発されるより、事業経営におよぼす悪影響が少ない。

一方、通報者にとっても、公的機関に内部告発するより、個

人的負担やリスクが小さい。これらの結果、ECPのような

社内通報・相談体制は、原子力安全に関わるリスクがより早

い段階でチェックされ、解決されるという点において、社会

的にもメリットがあると考えられる。

日本でも、近年の企業不祥事の続発を受け、法令遵守、環

境保護、反社会的勢力との関係適正化、さらには、取引先・

株主・社員・地域などとのバランスのとれた関係強化などを

はかる措置の一環として、ECPに似た社内通報・相談体制

を設置する企業が増えつつある。このような社内通報・相談

体制は、技術者の非倫理的行動が関与する事故・不祥事を防

止するためにも不可欠である。

一般的には、職制から独立した専門部署（スタッフ数若干

名程度）を社内に設ける「ホットライン」が最も望ましいと

考えられるが、業態などによっては顧問弁護士事務所にその

機能を委託してもよい。また、通報・相談体制を専門に受託

する会社もあるので、これを活用すれば、特定の業務をアウ

トソーシングする感覚で手軽に「ホットライン」を構築でき

る。

組織をつくるだけでなく、次のような要件が満たされるよ

う社内の規則を改正したり、新設したりする必要がある。

（1）社内通報・相談体制が、企業コンプライアンスおよび企

業倫理を最優先で機能する。

（2）社内通報・相談体制が、調査活動などに必要な権限をも

つ。

（3）通報者の人権が守られる。特に、社内通報・相談体制を

利用することによって、人事上の不利益および利益が生

じない。

（4）不適切な行動をしている疑いのある社員の人権が守られ

る。
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（5）社内通報・相談体制が全社員に周知され、利用を薦めら

れている（または義務づけられている）。

3.4 非常時対応計画の策定

倫理的判断および行動が求められるのは、多くの場合日常

業務の場面であるが、事業や資産などが自然災害、犯罪、事

故などに遭遇する非常時においても、原状回復、資産保護、

社員・住民・消費者の安全確保、二次災害防止などの面にお

ける適切な判断および行動が求められるのと並んで、倫理的

判断および行動を支援する基盤が重要である。なぜなら、非

常時においては平常時よりも倫理的判断および行動が困難に

なるおそれがあるからである。

そこで、事業や資産などが自然災害、犯罪、事故などに遭

遇する非常時に備えて、総合的に適切な判断および行動を支

援する基盤として、非常時対応計画（いわゆるContingency

Plan）を策定しておく必要がある。火災に対する体制づくり

および訓練は消防法第8条第1項で義務づけられており、ほ

とんどの企業で実施されている。最近では地震に対する体制

づくりおよび訓練を実施する企業も多い。しかし、非常事態

は火災と地震ばかりではない。地震以外の風水害などの自然

災害、盗難、商品への異物混入、社員誘拐、恐喝、施設破壊

などの犯罪、商品の致命的な欠陥、停電、断水（渇水）、そ

の他企業にとって不可抗力の事故など、非常事態にはさまざ

まなものがある。企業のもつ限られたリソースの中ですべて

の非常事態に備えることは不可能であり、また現実的でもな

いが、予想される発生確率の最も高いもの、発生した場合の

被害が最も大きいもの、および発生した場合の対応が最も難

しいものについては、できるだけ綿密な対応計画が必要であ

る。たとえば、航空会社であれば墜落事故、鉄道会社であれ

ば脱線事故などに対する非常時対応計画は必須であろう。

非常時対応計画の直接の目的は、原状回復、資産保護、社

員・住民・消費者の安全確保、二次災害防止などであるが、

適切な非常時対応計画があり訓練が行われていれば、非常時

に倫理的判断を誤るおそれは減少することが期待される。た

とえば、負傷者の救助と会社の設備の保全とのいずれを優先

すべきかという状況において、負傷者の救助を最優先とする

ことが非常時対応計画に定められていれば、精神的余裕のな

い状況で負傷者の救助と会社の設備保全とのいずれを優先す

べきかという困難な倫理的判断の問題が、非常時対応計画に

従うという容易な課題に変わる。このように、非常時対応計

画は、非常時における困難な倫理的判断の問題を、単にマニ

ュアルにしたがうという容易な課題に変えることができる。

その結果、非常時対応計画で考慮された問題については、倫

理的判断を誤るおそれが減少し、それによって生ずる時間

的・精神的余裕が非常時対応計画で考慮されていないような

さらに高度な倫理的判断を助けることが期待される。

4 倫理教育

4.1 教育の目標

倫理に関連する事故や不祥事を防止するうえで技術者に求

められる要件を整理すると、次のようになる。

（1）技術者として十分な専門能力をもっている。

（2）コンプライアンス、企業倫理、およびそれらのための社

内制度について、正しく十分な知識をもっている。

（3）技術者倫理について、正しく十分な知識をもっている。

（4）コンプライアンスおよび企業倫理に技術者の立場から貢

献することに、強い動機をもっている。

これらに対応して、教育の目標はつぎの二つとなる。ひと

つは、コンプライアンス、企業倫理、それらの一部としての

技術者倫理、およびそれらのための社内制度について、正し

く十分な知識を習得させること。もうひとつは、コンプライ

アンスおよび企業倫理に技術者の立場から貢献するよう動機

づけを行うことである。

4.2 知識を習得させるための教育

倫理的に適切な行動をとるためには、まずどうすることが

倫理的であるかを正しく判断できなければならない。そのた

めに習得させるべき内容はつぎのとおりである。

（1）一般論としてのコンプライアンス

（2）一般論としての企業倫理

（3）一般論としての技術者倫理

（4）倫理的指針を含む当該企業の経営理念

（5）社内通報・相談体制の仕組みおよび関係する社内規則

（1）～（3）については、教材にふさわしい本がたくさん出

ている。たとえば、（3）の教材として藤本温ほか著「技術者

倫理の世界」（森北出版）を薦める。（4）および（5）について

は、それぞれの企業固有のパンフレット、資料などを用いる

ことになる。

一般論としての技術者倫理の知識を短時間で教育するに

は、集合研修で NSPE（National Society of Professional

Engineers，米国の連邦技術者協会）倫理規定の中の「Rules

of Practice」を約2時間程度かけて説明することを薦める。

NSPE倫理規定には、技術者がやってはいけない行為、やる

べき行為の類型が具体的にリストアップされているので、約

2時間だけで一般論としての技術者倫理の知識を教育すると

すれば、NSPE倫理規定が効果的である。ただし、NSPE倫

理規定の原文は英語であり、訳文も難解なので、自習は困難

であろう。
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4.3 動機づけのための教育

「これ以上は飲み過ぎ」ということが経験則からわかって

いても、つい飲んでしまい、二日酔いで反省の朝を迎えると

いうことが著者には時々ある。正しく判断できるということ

は、必ずしも正しく行動できることを意味しない。同様にし

て、正しい倫理的判断ができるということは、必ずしも倫理

的に行動できることを意味しない。行動を倫理的判断と一致

させるために、動機づけが必要となる。ここで言う動機づけ

とは、正確に定義すると、Kohlbergによる道徳性発達段階6）

を高めることである。

それには二つの方法がある。ひとつは、ロールプレイ7）で

ある。ある倫理上のテーマを決め、そのテーマに関する一般

論のミニ講義（5分程度）と、そのテーマに関する判断を求

められる具体的状況（シナリオ）とを準備する。実際に起こ

った事例をシナリオに用いてもよいが、事例が複数の倫理的

問題を含む場合には、1回のロールプレイのテーマがひとつ

に絞られるようシナリオを単純化する方がよい。シナリオは

状況を規定するだけであって、その中でどう行動するかは演

技者のアドリブに委ねる。状況を明確化するための打合せは

行ってもよいが、どう行動するかを演技者同士が打合せして

は意味がない。演技が終わったら、まず演技者同士で感想を

話し合う分かち合い（sharing）を行い、次に観客を交えた

分かち合いを行う。さらに、同じシナリオで演技者を交代さ

せたり、同じ演技者でシナリオの一部を変えたり、演技者も

シナリオも同じで役割を交換したりして、次のロールプレイ

を行ってもよい。

もう一つの方法は、事例検討のグループワークである。ケ

ースメソッド8）のようなビジネス向けの本格的な方法を実施

できれば望ましいが、簡単なグループ討論でもよい。グルー

プワークにかけられる時間が十分あれば、複雑な事例を題材

にしてもよい。

4.4 教育スケジュール

「核生成」「成長」の二段階の構成とする。

新入社員に対しては、導入研修の一部として上記知識の教

育を行う。基盤整備が整っていなかった企業では、基盤整備

がひととおりできあがった時期に、従業員に短期集中の集合

研修で上記知識の教育を行う。これらが「核生成」である。

「核生成」段階の研修においては、全体感が把握できればよ

く、必ずしもすべての内容を長時間かけて講義する必要はな

い。一般論としてのコンプライアンスおよび企業倫理につい

ては本を配布し、倫理的指針を含む当該企業の経営理念、社

内通報・相談体制の仕組みおよび関係する社内規則について

は、社内で作成したパンフレットなどを配布し、個人で学習

しておくよう指示するだけでも、何もしないよりははるかに

よい。ただし、倫理的指針を含む当該企業の経営理念、社内

通報・相談体制の仕組みおよび関係する社内規則について

は、配布しっぱなしでなく、イントラネットや業務規定集な

どの形で蓄積し、いつでも参照できるようにしておく配慮が

望まれる。この段階で、動機づけ教育の一部を行ってもよ

い。

その後、「成長」段階に入り、動機づけを行う。知識の教

育を行ってもよい。「成長」段階の特徴は継続性、定期性で

ある。まず職場単位で定期的（月1回以上の頻度）に職場研

修会をもつ。この研修会には、役職を離れて職場全員が対等

の立場で参加する。できれば能力開発部門が主催し、各職場

の研修リーダーに対して、方法論および啓蒙内容に関する集

合研修を事前に行っておくことが望ましいが、能力開発部門

に書物、ビデオ、啓蒙パンフレットなどの教材を用意してお

き、各職場からの求めに応じて貸し出すだけでもよい。後者

のやりかたであれば、能力開発部門にも研修リーダーにも時

間的負荷がほとんどかからない。ただ、職場研修会だけでは

動機づけの効果が不十分なので、さらに、年1～2回程度、

能力開発部門が主催し、複数の職場合同もしくは事業所単位

の規模で動機づけを目的とした集合研修を行うことが望まし

い。

5 安全衛生活動との統合

コストダウンおよび労働生産性の極限が求められる企業に

おいて、倫理に関連する事故・不祥事の防止のために労働時

間、人材、インフラなどを割くことは容易でない。一方、労

働安全衛生法にもとづいてすでに各企業で行われている安全

衛生活動と、倫理に関連する事故・不祥事の防止とは、次の

点で共通点が多い。

（1）事業の直接目的でない。言い換えればその成果が財務諸

表に直接には現れない。

（2）事故・不祥事が起こらないというプラスの成果が積極的

には評価されず、当然とみなされる傾向が強い。それで

いて、事故・不祥事が起こるというマイナスの結果は大

きく非難される。

（3）費用対効果の関係が不明確である。何も努力しなくても

無事故が続くことがあるし、逆のこともある。

（4）継続が必要であり、終わりがない。

そこで、倫理に関連する事故・不祥事の防止活動を安全衛

生活動と一緒に行うことを推奨する。

以上、非力を省みず、企業において倫理に関連する事故・

不祥事を防止するためのガイドラインを試作してみた。少し

でも多くの企業が社会的に信頼される企業として発展する一

助になれば幸いである。
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